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研究成果の概要（和文）：インターネット上で反復的著作権侵害者のインターネットのアクセス

そのものを切断するという、いわゆる「三振アウト制度（three-strikes rule）」の諸外国にお

ける議論や運用実態の調査研究の結果、個人情報およびプライバシー侵害の懸念が現実化し、

制度の実効性の側面からも批判があることがわかった。著作権侵害対策として本制度を日本に

導入するには、国内の状況を鑑みたより慎重な調査研究が先行されるべきである。 

 

 

研究成果の概要（英文）：From the study on the discussion and operational situation in 

foreign countries about so-called “three-strikes rule (disconnect the Internet 

access of repeated on-line copyright infringers)”, I found that the concern as to 

the invasion of privacy/personal information has already been addressed, and there 

is also criticism as to the effectiveness of the system. In order to introduce the 

“three-strikes rule” in Japan as an antipiracy policy, careful research should be 

performed, also in light of the domestic situation. 
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１．研究開始当初の背景 

近時、インターネット上で反復的に著作権
を侵害する者に対して、インターネットサー
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ビスプロバイダー（ISP）を通じて一定回数

の警告を発した後に、それでも侵害が続く場

合には該当ユーザのインターネットのアク

セスそのものを切断するという、いわゆる

「三振アウト制度（three-strikes rule）」

の導入が諸外国で議論されており、フランス、

韓国、イギリスでは既に立法がなされ、アイ

ルランドではインターネットサービスプロ

バイダー（ISP）の自主規制として実施され

ている。三振アウト制はインターネット上の

違法ファイル共有問題の抜本的な解決策と

して提案されたものであるが、コンテンツホ

ルダーの著作権を保護するために、個人ユー

ザのインターネットアクセスを切断するの

は過度な制限であり人権の侵害ではないか

という批判もある。 

研究者は、諸外国の三振アウト制度の 2010

年 1 月までの状況をまとめた拙稿（「諸外国

のインターネット接続切断の動き」季刊企業

と法創造通巻 22 号 2010年 3月 164-183頁）

を発表し、本論文はこのテーマに関する最初

かつ唯一の論文として、内閣官房知的財産戦

略推進本部および文化庁におけるワーキン

ググループの会議の時にも資料として配布

された。世界のインターネットで違法共有さ

れているファイルの中に日本のコンテンツ

が多いことを考えると、世界各国における同

制度の導入の状況および導入への動きは、コ

ンテンツの著作権者のみならず、立法に携わ

る政府関係者にも切実な情報であることが

わかった。 

このように、三振アウト制に関する情報へ

の要請が高いにもかかわらず、諸外国におけ

る立法の状況、運用方法や実効性に関する研

究論文がないため、議論が進まないことを考

えると、諸外国における立法・運用の実態を

調べ、また立法の議論がすでに進んでいる諸

外国における議論を調査し、それら情報を国

内の学界・コンテンツ産業界・主務官庁およ

び一般ユーザとしての国民に提供すること

への必要性は非常に高く、法的問題の分析と

解決策の提示という面では、この研究成果が

学術に寄与するものも多いと思われる。 

 

 

２．研究の目的 

上記の背景と必要性を踏まえて、本研究で

は、三振アウト制度の諸外国における導入状

況および運用実態を調べ、制度の実効性を把

握することで、本制度を日本へ導入すべきか

どうかを検証することを目的とする。 

そのため、まず、三振アウト制度導入の状

況によって関連諸外国を分類し、その中でも

議論が活発な国や法的観点および制度運用

の側面から日本への示唆点がある国など、調

査する価値をある国々を選別し、現地訪問調

査の効率性を考慮して、欧州および米国の２

グループに分け、調査を実施する。調査にい

う上記の国々に実際に出向きインタービュ

ーを行うことで、諸外国の実情を把握・分析

し、日本に三振アウト制を導入する必要性が

あるか否かを検証する。また、もし日本に本

制度を導入する場合の考慮要素である立法

形態、規制方法、費用負担問題に対する解決

策も提示する。 

本研究の成果は、日本における導入の議論

の基礎資料として活用され、実際の立法の議

論における賛成または反対の根拠として参

考されることが期待される。 

 

 

３．研究の方法 

文献調査のみで行われた先行調査の限界

を克服するため、直接現地へ向かい、最新資

料の収集と関係者へのヒアリングを行った。

本研究を効率的に達成するために、調査・研

究の前提となる関連資料を幅広く収集（資料

収集）し、論点をまとめ（論点整理）てから、



 

 

現地研究協力者に事前送付してかた現地調

査に向かった。 

現地調査は、第 1 次欧州調査（2011 年 11

月）、第 1次米国調査（2012年 2月）、第 2次

米国調査（2012年 6月）、第 2次欧州調査（2012

年 9月）の日程で実施した。 

現地調査後には、現地訪問調査によって得

られた資料および論点整理の分析をまとめ、

論文発表や学会での口頭報告を行い関連議

論の土台になるように努めた。その成果の概

要は以下のとおりである。 

 

 
４．研究成果 

（１）スリーストライクルール導入の議論

における争点 

①ユーザ側としては、特定 IP アドレスな

どユーザのインターネット利用をモニタ

リングすることにより、ユーザのプライバ

シーが侵害されるおそれがあると懸念さ

れている。侵害警告およびアクセス切断に

おける適切な手続をどう保障するか、ユー

ザの表現の自由をどう担保するかも懸念

されている。  

②ISP側としては、侵害の探知・侵害者の

特定・警告の発送などに必要な費用をどう

負担するかが大きな問題である。デジタル

コンテンツ流通のプラットフォームとし

ての ISP が、音楽や映画などのコンテン

ツ・プロバイダーとしての著作権者側とビ

ジネス的に連携することでその費用をま

かなうことも試みられている。  

③政府側としては,オンライン上の著作権

侵害に対する政策と立法の方向性という

大きな問題を抱えることになる。 

 

（２）スリーストライクルールの運用上現

れた問題 

更に、実際に制度を運用することになる

としても、解決すべき問題は多い。既に制

度が運用されている国々で見られる問題

点は様々であるが、もっとも議論されるの

がユーザの個人情報漏洩やプライバシー

侵害、そもそも論としての制度の実効性な

どである。 

① 個人情報およびプライバシー問題 

スリーストライクルールを運用してい

る各国において、著作権を侵害したとされ

る個人の情報が権利者の侵害通知により

直ちに権利者に渡ることはなく、個人情報

保護の問題は一見クリアしているように

みえる。欧州法制においても著作権者が

ISPに対して、訴訟のために著作権侵害者

の個人情報開示を要求できるとする法律

はデータ保護およびプライバシー法制に

沿うものとしている。 

しかし ISP が反復的侵害者を管理する

ためには必然的に最初の侵害以降に当該

IP アドレスなどユーザの利用状況を一定

範囲で確認し保管しなければならず、プラ

イバシーや通信の秘密を侵害するという

懸念は依然残ると思われる。 

② 制度の実効性問題 

スリーストライクルールはその迂回の

容易さも指摘されている。フランスのよう

に自宅のインターネット回線のアクセス

を切断するとしても、当該ユーザは携帯電

話のモバイルインターネットを利用する

こともでき、自宅外のネットカフェを利用

することも、もしくは公衆無線 LANを利用

することもできる。スリーストライクルー

ルは自宅でのインターネット使用を前提

としているが、職場や学校において反復的

に著作権を侵害した場合にはどう対応す

るかも問題となる。インターネット回線名

義者と著作権侵害者が同一でない場合、イ

ンターネット回線の名義者であるだけで



 

 

責任を負うことになるおそれもある。 

もしインターネット回線やアカウント

を盗用された場合にどう処理するかも課

題である。インターネット回線の名義者で

あるだけで責任を負わせることは酷であ

り、回線が盗用された場合に、少なくとも

名義者に釈明の機会を与えるなどの措置

が必要であろう。 

また罰金の妥当性やその算定基準も問

題になる。著作権侵害に対する通常の損害

賠償との違いは何か、懲罰的損害賠償制度

のない国において将来の侵害行為を抑制

させるための罰金は問題ないか、罰金の算

定において著作物の合理的な価格とは何

か、侵害行為が楽曲の市場に及ぼしうる影

響はどう測るかなど、明確な基準なくスリ

ーストライクルールによる罰金を運用す

る場合、ユーザに不利に作用する可能性も

ある。 

 

（３）スリーストライクルールの今後 

インターネット上の著作権侵害問題の

解決策として、スリーストライクルールと

いう手段を選択し、実際の運用にいたるま

でには越えるべきハードルが多い。スリー

ストライクルールを日本に導入するか否

かを議論する際には、現在のプロバイダの

責任制限に関する法律を整えることはも

ちろん、インターネット情報流通の各当事

者の立場を十分考慮して慎重に事前研究

を行うべきである。 

また、議論の結果スリーストライクルー

ルを導入することになったとしても、制度

をどのように構成するかが大きな課題と

して残る。P2P 取締に集中するか/ウェブ

サイト上の侵害に限定するか、ダウンロー

ダを含むか/ヘビーアップローダに限定す

るか、個人ユーザのアクセス切断か/ある

いはウェブサイトのブロッキングか、ホス

ティングプロバイダーレベルで限定する

か/アクセスプロバイダーまで含むか、制

度は立法で決めるか/それとも権利者と

ISP間のビジネス提携にするか、立法型で

あれば、侵害ユーザの刑罰型にするか/ISP

の行政規制型にするか、かかる費用は政

府・著作権者・ISPでどのように分担する

かなど、様々な要素によって制度の中身が

変わるだけに、制度構想の際には、日本国

内の現状を把握し、明確な目標を設定した

うえでの検討が要求されるだろう。 

しかし何より重要なのは、 スリースト

ライクルールはユーザのインターネット

アクセスを全面的に切断する目的で利用

されてはならないということである。 UN

人権報告書（A/HRC/17/27）や欧州司法裁

判所の SABAM 判決(C-70/10)の影響もあり、

ユーザのインターネットアクセスの全面

的な切断への抵抗はますます強くなると

思われる。そのため、まずは教育的な警告

で著作権侵害行為の中止を促す方法が考

えられる。そして、それでも侵害行為が続

く場合には、公正な審査および反論の機会

を提供した後に、反復的な侵害行為を行っ

た特定サイトのみへのアクセスを一部制

限するなどの部分的な制限が考えられる

だろう。 

さらに著作権者は，著作権侵害を取り締

まろうとするだけでなく、合法的な経路で

コンテンツを容易に購入できる基盤を提

供するべきである。スリーストライクルー

ルのみで違法ダウンロードが減ることを

期待するよりは、合理的な価格で容易にコ

ンテンツにアクセスして合法的に利用で

きる機会を提供するインフラ助成という

ビジネス的な観点が必要である。著作物が

グローバルに流通する時代に外国では当



 

 

該コンテンツを入手できるのに自国では

入手できない場合や、合法的な経路ではコ

ンテンツ購入が面倒で高価な場合に、ファ

イル共有サービスを利用して違法ダウン

ロードをしようという誘惑は大きくなる。

どこでもいつでも合理的な価格で容易に

著作物コンテンツを入手できるような環

境づくりが、著作権侵害対策としてのスリ

ーストライクルール導入の議論と同時に

なされるべきである。 

ファイル共有などインターネット上の

著作権侵害に対する事前的な対応として

台頭したスリーストライクルールに関し

ては、現在同制度を運用している国々の状

況、そして諸外国における導入是非の議論

に今後も注目しながら、同時に円滑なコン

テンツ流通の奨励とも関連付けて研究さ

れるべきであろう。 
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